
消防法施行規則第１２条第１項第８号ハの規定に基づく総合操作盤を設置しな 

ければならない防火対象物の指定 

（制  定 平成１６年１０月２８日 京都市消防局告示第３号） 

（最終改正 令和 ４年 ６月３０日 京都市消防局告示第５号） 

 

 消防法施行規則（以下「規則」という。）第１２条第１項第８号ハ（規則第１４条第１項

第１２号、第１６条第３項第６号、第１８条第４項第１５号、第１９条第５項第２３号、

第２０条第４項第１７号、第２１条第４項第１９号、第２２条第１１号、第２４条第９号、

第２４条の２の３第１項第１０号、第２５条の２第２項第６号、第２８条の３第４項第１

２号、第３０条第１０号、第３０条の３第５号、第３１条第９号、第３１条の２第１０号

及び第３１条の２の２第９号において準用する場合を含む。）の規定に基づき、総合操作盤

を設置しなければならない防火対象物を平成２７年１１月１１日から次のとおり指定しま

す。 

消防法施行令（以下「令」という。）別表第１（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）

項、（９）項イ及び（１６）項イに掲げる防火対象物（小規模特定用途複合防火対象物を除

く。）で、次に掲げるもの 

１ 地階を除く階数が１１以上で、かつ、延べ面積が１０，０００平方メートル以上であ

るもの（令別表第１（１６）項イに掲げる防火対象物にあっては、同表（１）項から（４）

項まで、（５）項イ、（６）項又は（９）項イに掲げる防火対象物の用途に供する部分の

床面積の合計が５，０００平方メートル以上であるものに限る。） 

２ 地階を除く階数が５以上１０以下で、かつ、延べ面積が２０，０００平方メートル以

上であるもの（令別表第１（１６）項イに掲げる防火対象物にあっては、同表（１）項

から（４）項まで、（５）項イ、（６）項又は（９）項イに掲げる防火対象物の用途に供

する部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上であるものに限る。） 

３ 地階の床面積の合計が５，０００平方メートル以上であるもの 


